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問い合わせ

総務係

相
談

問い合わせ

環境衛生係

問い合わせ

自治振興係

い
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
提
出
対
象
者
／

①
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い

る
人

②
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、
住

民
票
の
住
所
地
が
厚
岸
町
と
異
な
る
人

③
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
が
な
い
人

④
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、
里
親
や

施
設
な
ど
の
受
給
者
の
人

⑤
そ
の
他
、
厚
岸
町
か
ら
現
況
届
の
提
出

の
案
内
が
あ
っ
た
人
（
児
童
を
別
居
監
護

し
て
い
る
受
給
者
を
含
む
）

●
提
出
期
限
／
6
月
28
日N

●
提
出
場
所
／
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の

保
守
点
検
を
し
ま
し
ょ
う

　

町
で
は
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
設
置
す
る
人
に
奨
励
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
た
場

合
、
2
0
1
7
年
４
月
か
ら
の
改
正
Ｆ
Ｉ

Ｔ
法
施
行
に
よ
り
、
保
守
点
検
と
維
持
管

理
に
係
る
実
施
計
画
の
策
定
、
実
施
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
保
守
点
検
の
メ
リ
ッ
ト

▽
故
障
に
よ
る
売
電
収
入
の
減
額
防
止

▽
金
具
の
緩
み
に
よ
る
パ
ネ
ル
飛
散
防
止

▽
電
線
を
留
め
て
い
る
部
分
の
緩
み
に
よ

る
火
災
発
生
防
止
な
ど
（
厚
岸
町
に
お
い

て
も
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
か
ら
の
火
災
が
発

生
し
て
い
ま
す
）

●
点
検
方
法

▽
目
視
点
検
（
太
陽
電
池
パ
ネ
ル
な
ど
を

目
視
で
確
認
）

▽
測
定
点
検（
シ
ス
テ
ム
の
数
値
を
計
測
）

●
点
検
時
期
の
目
安

▽
設
置
か
ら
１
年
後
▽
以
降
４
年
に
１
度

▽
右
記
以
外
の
目
安
と
し
て
、
メ
ー
カ
ー

保
証
や
出
力
保
証
が
切
れ
る
前

　

詳
し
く
は
、
シ
ス
テ
ム
設
置
業
者
に
相

談
く
だ
さ
い
。

人
権
擁
護
委
員
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か

　

６
月
1
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
日
で

す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
家
庭
内
の
問
題

や
ご
近
所
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
い
つ
で
も
皆

さ
ん
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

釧
路
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
次

の
日
程
で
特
設
人
権
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

本
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
、
森
脇
智
亮

さ
ん
、
髙
橋
美
佐
子
さ
ん
、
中
井
勝
之
さ

ん
、
遠
田
惠
子
さ
ん
で
す
。

　

嫌
が
ら
せ
、
家
庭
内
の
問
題
な
ど
で
困

っ
て
い
る
人
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
６
月
10
日X

13
時
か
ら
15
時

●
場
所
／
役
場
1
階
中
会
議
室

●
問
い
合
わ
せ
／
釧
路
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課
☎
0
1
5
4
―
31
―
5
0
1
4

無
料
法
律
相
談
を

実
施
し
ま
す

　

釧
路
弁
護
士
会
で
は
、
管
内
の
弁
護
士

不
在
町
村
に
お
い
て
『
釧
路
弁
護
士
会
お

な
や
み
ご
と
相
談
』
と
し
て
、
無
料
法
律

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

相
談
は
事
前
予
約
制
で
、
一
人
20
分
程

度
の
相
談
時
間
と
し
ま
す
の
で
、
先
着
６

人
ま
で
の
申
し
込
み
と
し
ま
す
。

●
日
時
／
6
月
4
日C

13
時
30
分
か
ら
16

時
30
分

●
場
所
／
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
1
階
和
室

●
申
し
込
み
／
釧
路
弁
護
士
会
法
律
相
談

セ
ン
タ
ー
☎
0
1
5
4
―
41
―
3
4
4
4

『第 5弾がんばろう厚岸応援券』
の窓口交付について ●問い合わせ／商工雇用係

4月15日時点で、町内に住所がある人を対象に各世帯へ郵送した『第5弾が
んばろう厚岸応援券』の受け取りがお済みでない人は、役場窓口にて交付を行
いますので、必要書類をお持ちのうえ観光商工課（1階7番窓口）へお越しくだ
さい。

　　　　　　　次のＡ・Ｂいずれかの本人確認書類

　Ａ　運転免許証やマイナンバーカード、住基カード、パスポートなど、官公署
　　　が発行する顔写真付きの免許資格証（いずれか1つ）
　Ｂ　健康保険証、年金手帳、預金通帳（いずれか2つ）
   ※世帯主以外の人が代理で受け取る場合は、代理人の本人確認書類と委任状が
　　別途必要です

必要書類

　交付窓口設置期間
6 月11日（火）から
12月27日（金）まで (見本）


